
｢角鹿」というトポス

角
鹿
は
古
代
朝
鮮
と
の
交
通
の
要
衝
と
さ
れ
る
が
、
仲
哀
天
皇
と
そ
れ

に
続
く
応
神
天
皇
の
二
代
は
こ
の
角
鹿
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。

仲
哀
紀
で
は
ま
ず
角
鹿
行
幸
と
笥
飯
宮
造
営
か
ら
始
ま
り
、
熊
襲
討
伐
か

ら
新
羅
征
討
へ
と
展
開
す
る
。
応
神
天
皇
も
十
三
歳
の
皇
太
子
時
代
、
角

鹿
の
笥
飯
大
神
に
参
拝
し
、
大
神
と
名
易
え
を
し
た
。
仲
哀
か
ら
応
神
に

及
ぶ
記
紀
の
叙
述
が
と
も
に
角
鹿
を
発
足
点
に
据
え
る
理
由
は
ど
こ
に
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

仲
哀
・
応
神
と
続
く
両
王
朝
に
と
っ
て
、
北
方
に
位
置
す
る
角
鹿
は
濃

密
な
意
味
と
有
意
味
的
な
方
向
性
を
も
っ
た
神
話
的
宗
教
的
な
空
間
と
言

え
る
の
だ
ろ
う
か
。
伊
勢
や
出
雲
ま
た
熊
野
が
有
す
る
神
話
性
と
同
じ
よ

う
に
、
古
代
大
和
王
権
に
と
っ
て
角
鹿
は
神
話
的
ト
ポ
ス
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
大
陸
方
向
に
向
け
た
古
代
大
和
王
権
の
視
線
を
辿
り
返
し
な
が
ら
、

角
鹿
に
篭
め
ら
れ
た
神
話
的
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
仲
哀
・
応
神
天
皇
と
角
鹿

ま
ず
初
め
に
仲
哀
・
応
神
天
皇
と
角
鹿
と
の
関
わ
り
を
見
て
ゆ
く
。
『
日

「
角
鹿
」
と
い
う
ト
ポ
ス

は
じ
め
に

特
集
・
神
話
を
考
え
る

本
書
紀
』
仲
哀
天
皇
条
で
は
、
天
皇
は
元
年
春
正
月
に
即
位
、
二
年
春
正

月
、
気
長
足
姫
尊
立
后
の
あ
と
、
角
鹿
行
幸
の
記
事
と
な
る
。

二
月
の
癸
未
の
朔
に
し
て
戊
子
に
、
角
鹿
に
幸
し
、
即
ち
行
宮
を

興
て
て
居
し
ま
す
。
是
を
笥
飯
宮
と
謂
ふ
。
即
月
に
、
淡
路
の
屯
倉

を定む。
三
月
の
癸
丑
の
朔
に
し
て
丁
卯
に
、
天
皇
、
南
国
を
巡
狩
し
た
ま

ふ
。
是
に
、
皇
后
と
百
寮
と
を
留
め
た
ま
ひ
て
、
従
駕
へ
る
二
三
の

卿
太
夫
と
官
人
数
百
し
て
、
軽
行
し
た
ま
ふ
。
紀
伊
国
に
至
り
ま
し

て
、
徳
勒
津
宮
に
居
し
ま
す
。
是
の
時
に
、
熊
襲
叛
き
て
朝
貢
ら
ず
。

天
皇
、
是
に
熊
襲
国
を
討
た
む
と
し
た
ま
ひ
、
則
ち
徳
勒
津
よ
り
発

ち
て
、
浮
海
よ
り
し
て
穴
門
に
幸
す
。
即
日
に
、
使
を
角
鹿
に
遣
し

た
ま
ひ
て
、
皇
后
に
勅
し
て
日
は
く
、
「
便
ち
其
の
津
よ
り
発
ち
て
、

穴
門
に
逢
ひ
た
ま
へ
」
と
の
た
ま
ふ
。

夏
六
月
の
辛
巳
の
朔
に
し
て
庚
寅
に
、
天
皇
、
豊
浦
津
に
泊
り
た

ま
ふ
。
且
、
皇
后
、
角
鹿
よ
り
発
ち
て
行
し
、
淳
田
門
に
到
り
、
船

上
に
食
し
た
ま
ふ
。
（
仲
哀
紀
二
年
二
、
三
、
六
月
）

二
年
二
月
、
仲
哀
天
皇
は
角
鹿
に
行
幸
し
笥
飯
宮
を
造
営
す
る
。
翌
三

月
に
皇
后
と
百
寮
を
そ
の
地
に
残
し
、
「
軽
行
」
し
て
南
国
巡
狩
に
出
発
。

保
坂
達
雄

神
話
的
ト
ポ
ス
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紀
伊
国
の
徳
勒
津
宮
で
熊
襲
叛
乱
を
聞
き
、
み
ず
か
ら
討
伐
に
出
発
す
る
。

一
方
、
角
鹿
滞
在
中
の
皇
后
に
も
穴
門
で
合
流
す
る
よ
う
指
令
す
る
。
こ

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
の
ち
仲
哀
紀
の
叙
述
は
熊
襲
討
伐
か
ら

神
功
皇
后
の
新
羅
征
討
へ
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
後
の
展

開
に
先
立
ち
、
な
ぜ
即
位
し
た
ば
か
り
の
仲
哀
天
皇
は
遠
く
北
方
の
角
鹿

へ
行
幸
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
な
ぜ
皇
后
に
そ
の
地
に
留
ま
る
よ
う
命

じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
神
功
皇
后
に
は
角
鹿
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
個
所
は
仲
哀
天
皇
死
後
の
こ
と
。
こ
の
合
流
に
よ
っ
て
後
に
新

羅
征
討
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
神
功
皇
后
は
、
霜
坂
王
・
忍
熊
王
の
叛

乱
を
制
圧
。
三
歳
の
我
が
子
誉
田
別
皇
子
（
後
の
応
神
天
皇
）
を
皇
太
子

に
立
て
る
。
そ
の
十
年
後
の
春
二
月
、
大
臣
武
内
宿
禰
に
命
じ
て
太
子
を

角
鹿
の
笥
飯
大
神
に
参
拝
さ
せ
る
。

十
三
年
の
春
二
月
の
丁
巳
の
朔
に
し
て
甲
子
に
、
武
内
宿
禰
に
命

せ
て
、
太
子
に
従
ひ
て
角
鹿
の
笥
飯
大
神
を
拝
み
ま
つ
ら
し
む
。

癸
酉
に
、
太
子
、
角
鹿
よ
り
至
り
た
ま
ふ
。

（
神
功
紀
摂
政
十
三
年
二
月
）

こ
こ
で
も
ま
た
、
神
功
皇
后
は
な
ぜ
武
内
宿
禰
に
命
じ
て
、
す
で
に
皇

太
子
と
な
っ
て
い
た
誉
田
別
皇
子
を
わ
ざ
わ
ざ
角
鹿
の
笥
飯
大
神
に
参
拝

さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
、
十
三
歳
。
角
鹿
の
大
神
を
参
拝
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
記
紀
に
は
た
だ
大
神

と
名
易
え
を
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
。

国
に
云
は
く
、
初
め
天
皇
、
太
子
と
為
り
て
、
越
国
に
行
し
て
、

角
鹿
の
笥
飯
大
神
を
拝
祭
み
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
時
に
、
大
神
と
太
子

と
名
を
相
易
へ
た
ま
ふ
。
故
、
大
神
を
号
け
て
去
来
紗
別
神
と
日
ひ
、

太
子
の
名
は
誉
田
別
尊
と
ま
を
す
と
い
ふ
。
然
ら
ば
大
神
の
本
名
は

誉
田
別
神
、
太
子
の
元
名
は
去
来
紗
別
尊
と
謂
す
べ
し
。
然
れ
ど
も

見
ゆ
る
こ
と
無
く
、
未
だ
詳
か
な
ら
ず
。
］
（
応
神
天
皇
即
位
前
紀
）

『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
の
名
易
え
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う

い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
を
考
え
る
上
で
、
次

の
例
が
参
考
と
な
る
。

初
め
天
皇
の
生
れ
ま
し
し
日
に
、
木
菟
、
産
殿
に
入
れ
り
。
明
旦
に
、

誉
田
天
皇
、
大
臣
武
内
宿
禰
を
喚
し
て
語
り
て
日
は
く
、
「
是
、
何

の
瑞
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
・
大
臣
対
へ
て
言
さ
く
、
「
吉
祥
な
り
。
復
昨
日
、

臣
が
妻
の
産
む
時
に
当
り
て
、
鵜
鶇
、
産
屋
に
入
れ
り
。
是
亦
異
し
」

と
ま
を
す
。
差
に
天
皇
の
日
は
く
、
「
今
し
朕
が
子
と
大
臣
の
子
と
、

同
日
に
共
に
産
れ
た
り
。
兼
に
瑞
有
り
。
是
天
之
表
な
り
。
以
為
ふ
に
、

其
の
烏
の
名
を
取
り
、
各
相
易
へ
て
子
に
名
け
て
、
後
葉
の
契
と
せ

む
」
と
の
た
ま
ふ
。
則
ち
鷆
鶴
の
名
を
取
り
て
太
子
に
名
け
、
大
鰐

鶇
皇
子
と
日
し
、
木
菟
の
名
を
取
り
て
大
臣
の
子
に
号
け
木
菟
宿
禰

と
日
ふ
。
是
、
平
群
臣
が
始
祖
な
り
。
（
仁
徳
紀
元
年
正
月
）

こ
れ
は
応
神
天
皇
の
太
子
大
鰐
鶇
皇
子
の
名
換
え
に
つ
い
て
の
説
話
で

あ
る
。
皇
子
誕
生
の
日
、
大
臣
武
内
宿
禰
の
子
も
ま
た
生
ま
れ
た
。
そ
の
日

そ
れ
ぞ
れ
の
産
屋
に
飛
び
込
ん
だ
木
菟
と
鰐
鶇
を
瑞
兆
と
見
な
し
、
「
其
の

鳥
の
名
を
取
り
、
各
相
易
へ
て
子
に
名
け
て
、
後
葉
の
契
と
せ
む
」
と
し
た

と
す
る
名
換
え
讃
で
あ
る
。
後
に
仁
徳
天
皇
と
な
っ
た
大
鷆
鶇
皇
子
の
名
前

は
、
武
内
宿
禰
の
子
の
産
屋
に
入
っ
た
鶴
鶴
に
由
来
す
る
の
だ
と
い
う
。
こ

の
よ
う
に
名
換
え
に
は
神
と
の
交
換
だ
け
で
な
く
、
臣
下
と
の
交
換
も
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
折
口
信
夫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
子
は
あ
る
神
さ
ま
が
お
育
て
す
る
の
だ
。
す
る
と
天
子
と
神
と
が
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名
を
取
り
替
え
ら
れ
る
。
誉
田
天
皇
（
応
神
）
は
、
角
鹿
の
笥
飯
大

神
と
御
名
を
取
り
替
え
ら
れ
た
。
実
は
神
の
名
が
天
子
の
名
と
な
っ

た
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
更
に
身
分
の
高
い
者
の
養
い
子
と
し
て
、
臣

（１）

下
に
育
て
ら
れ
る
と
臣
下
の
名
が
つ
く
。

こ
の
説
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
太
子
が
大
神
と
名
易
え
を
し
た
と
い
う

こ
と
は
、
笥
飯
大
神
が
太
子
の
育
て
の
神
で
あ
り
守
り
の
神
と
な
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ら
ば
、
な
ぜ
角
鹿
の
笥
飯
大
神
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

故
、
建
内
宿
禰
命
、
其
の
太
子
を
率
て
、
涙
ぎ
せ
む
と
為
て
、
淡
海

及
若
狭
国
を
経
歴
し
時
、
高
志
の
前
の
角
鹿
に
仮
宮
を
造
り
て
坐
さ

し
め
き
。
爾
に
其
地
に
坐
す
伊
著
沙
和
気
大
神
の
命
、
夜
の
夢
に
見

え
て
云
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
が
名
を
御
子
の
御
名
に
易
へ
ま
く
欲

し
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
爾
に
言
祷
き
て
白
し
し
く
、
「
恐
し
、
命

の
随
に
易
へ
奉
ら
む
」
と
ま
を
せ
ば
、
亦
其
の
神
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、

「
明
日
の
旦
、
浜
に
幸
で
ま
す
べ
し
。
名
を
易
へ
し
幣
献
ら
む
」
と

の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
其
の
旦
浜
に
幸
行
で
ま
し
し
時
、
鼻
穀
り
し

入
鹿
魚
、
既
に
一
浦
に
依
れ
り
。
是
に
御
子
、
神
に
白
さ
し
め
て
云

り
た
ま
ひ
し
く
、
「
我
に
御
食
の
魚
給
へ
り
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、

亦
其
の
御
名
を
称
へ
て
、
御
食
津
大
神
と
号
け
き
。
故
、
今
に
気
比

大
神
と
謂
ふ
。
亦
其
の
入
鹿
魚
の
鼻
の
血
鳧
か
り
き
。
故
、
其
の
浦

を
号
け
て
血
浦
と
謂
ひ
き
。
今
は
都
奴
賀
と
謂
ふ
。
（
仲
哀
記
）

『
古
事
記
』
の
記
述
に
な
る
と
、
角
鹿
に
下
向
し
た
理
由
か
ら
名
易
え

に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
太
子
を
率
い

て
の
角
鹿
行
き
は
旗
ぎ
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
宿
禰
は
太
子
を
連
れ

て
淡
海
・
若
狭
両
国
を
経
巡
り
、
高
志
の
前
の
国
の
角
鹿
に
仮
宮
を
造
っ

て
滞
在
す
る
。
そ
こ
で
、
神
床
に
籠
も
っ
て
神
託
を
請
う
た
の
で
あ
ろ
う
。

宿
禰
の
夢
に
土
地
の
伊
著
沙
和
気
大
神
が
現
れ
て
、
太
子
と
の
名
易
え
を

要
求
し
た
と
い
う
。
こ
れ
を
承
諾
す
る
と
、
夢
の
お
告
げ
通
り
鼻
に
傷
の

あ
る
入
鹿
魚
が
浦
に
寄
り
付
い
て
い
た
。
名
易
え
に
対
す
る
大
神
か
ら
の

お
礼
の
品
と
判
断
し
、
そ
れ
以
来
、
伊
著
沙
和
気
大
神
を
讃
え
て
「
御
食

津
大
神
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
後
に
「
気
比
大
神
」
と
言
う
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
入
鹿
魚
の
血
の
に
お
い
の
臭
さ
か
ら
、
寄
り
つ
い
た
こ
の

浦
を
「
血
浦
」
と
名
付
け
た
。
現
在
は
「
角
鹿
」
と
呼
ん
で
い
る
、
と
い

う
地
名
起
源
讃
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
神
功
皇
后
は
即
位
を
前
に
し
た
太
子
の
守
護
神
と
し
て
、

な
ぜ
伊
著
沙
和
気
大
神
を
選
ん
だ
の
か
。
皇
后
が
角
鹿
の
神
に
拘
る
理
由

は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
角
鹿
と
い
う
土
地
に
は
何
か
霊
的
な
も

の
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

近
年
の
研
究
で
は
、
太
子
の
膜
ぎ
を
忍
熊
王
と
の
戦
さ
で
の
死
の
積
れ

（２）

を
払
う
た
め
と
す
る
注
釈
書
等
が
多
い
。
『
古
事
記
』
の
説
話
配
列
を
踏

ま
え
て
の
説
で
あ
ろ
う
が
、
死
の
稜
れ
を
払
う
た
め
に
な
ぜ
角
鹿
に
ま
で

行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
必
然
性
は
な
い
。
ま
た
こ
の
旗
ぎ

は
「
淡
海
の
海
、
又
若
狭
の
海
辺
な
ど
に
て
、
御
涙
し
つ
魯
経
歴
賜
ひ
し

（３）

な
る
べ
し
」
（
「
古
事
記
伝
」
）
と
宣
長
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
数
カ
所
を
「
経

歴
」
し
て
の
涙
ぎ
で
あ
っ
た
。
葬
送
の
習
俗
に
は
、
数
カ
所
を
巡
歴
す
る

涙
ぎ
な
ど
見
当
た
ら
な
い
。

三
品
彰
英
・
倉
塚
曄
子
ら
は
こ
の
説
話
を
成
人
式
儀
礼
に
基
づ
く
も
の

としている胸、単なる成人式というより、あくまでも即位を前

提
と
し
て
の
成
人
儀
礼
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

「
即
位
大
嘗
儀
礼
の
表
象
」
（
日
本
古
典
集
成
「
古
事
記
』
）
、
「
王
と
し
て
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即
位
す
る
前
に
死
と
復
活
の
儀
礼
を
行
っ
た
あ
と
で
の
涙
の
儀
礼
が
こ
こ

に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
（
日
本
思
想
大
系
「
古
事
記
乞
、
「
気

比
大
神
参
詣
の
話
は
、
こ
の
よ
う
な
王
権
の
承
認
と
、
巡
行
の
後
の
即
位
、

お
よ
び
そ
れ
に
先
立
つ
待
酒
の
儀
礼
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
お
り
、
す
べ
て
が
応
神
の
即
位
に
ま
つ
わ
る
前
の
段
ど
り
を
示
し
て
い

る
」
（
中
西
進
『
古
事
記
を
読
む
３
』
）
な
ど
が
、
的
確
な
指
摘
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
即
位
儀
礼
に
お
け
る
涙
ぎ
を
通
し
て
の
死

と
復
活
を
語
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
な
ぜ
角
鹿
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
角
鹿
と
い
う
場
所
に
つ
い
て
の
解
明
は
ま

だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
太
子
誉
田
別
皇
子
を
角
鹿
に
連
れ
て
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

角
鹿
と
い
う
地
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
記
紀
と
も
に
太

子
の
角
鹿
行
き
を
指
示
し
た
の
は
神
功
皇
后
自
身
と
記
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
仲
哀
天
皇
即
位
直
後
の
行
幸
も
皇
后
を
同
行
し
て
の
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
も
皇
后
は
残
さ
れ
て
笥
飯
宮
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

角
鹿
に
は
神
功
皇
后
と
い
う
存
在
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
の
角
鹿
と
い
う
地
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
古
代
朝
鮮
と
の
交
通
の

要
衝
、
「
御
食
つ
国
」
と
し
て
の
角
鹿
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
ず
角
鹿

は
穴
門
と
並
ん
で
、
古
代
大
陸
交
通
の
要
地
の
一
つ
と
さ
れ
、
古
代
日
本

へ
の
玄
関
口
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
角
鹿
は
穴
門
と
並
ん
で

大
陸
と
の
接
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
か
、
次
の
よ
う
な
異
人
漂
着
伝
説

が
生
ま
れ
て
い
る
。

二
「
御
食
つ
国
」
と
し
て
の
角
鹿

［
一
に
云
は
く
、
御
間
城
天
皇
の
世
に
、
額
に
角
あ
る
人
、
一
船
に

乗
り
て
越
国
の
笥
飯
浦
に
泊
れ
り
。
故
、
其
処
を
号
け
て
角
鹿
と
日

ふ
。
問
ひ
て
曰
く
、
「
何
の
国
の
人
ぞ
」
と
い
ふ
。
対
へ
て
日
さ
く
、

「
意
富
加
羅
国
の
王
之
子
、
名
は
都
怒
我
阿
羅
斯
等
、
亦
の
名
は
干

斯
岐
阿
利
叱
智
干
岐
と
日
ふ
。
伝
に
、
日
本
国
に
聖
皇
有
す
と
聞
り

て
帰
化
す
。
穴
門
に
到
る
時
に
、
其
の
国
に
人
有
り
。
名
は
伊
都
都

比
古
と
い
ふ
。
臣
に
謂
り
て
曰
く
、
『
吾
は
則
ち
是
の
国
の
王
な
り
。

吾
を
除
き
て
復
二
王
無
し
。
故
、
他
処
に
な
性
に
そ
』
と
い
ふ
。
然

れ
ど
も
、
臣
、
究
其
の
為
人
を
見
る
に
、
必
ず
王
に
非
じ
と
い
ふ
こ

と
を
知
り
、
即
ち
更
還
り
ぬ
。
道
路
を
知
ら
ず
し
て
島
浦
に
留
連
し
、

北
海
よ
り
廻
り
て
、
出
雲
国
を
経
て
此
間
に
至
れ
り
」
と
ま
を
す
。

是
の
時
に
…
．
：
］
（
垂
仁
紀
二
年
是
歳
一
云
）

い
わ
ゆ
る
都
怒
我
阿
羅
斯
等
の
漂
着
渡
来
伝
説
で
あ
る
。
欽
明
紀

三
十
一
年
（
五
七
○
）
四
月
に
は
、
高
麗
使
人
が
風
浪
に
辛
苦
し
て
漂
流

し
、
越
の
岸
に
漂
着
し
た
と
す
る
記
事
も
あ
る
。
ま
た
宝
亀
八
年
（
七
七
七
）

正
月
に
は
、
悪
風
に
遭
っ
て
渤
海
使
一
四
一
人
が
漂
没
。
生
存
者
四
六
人

に
越
前
国
加
賀
郡
で
供
給
し
た
事
実
が
『
続
日
本
紀
」
に
記
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
地
理
的
に
見
て
大
陸
と
の
接
点
で
あ
り
、
文
物
や
人
物

の
交
流
の
地
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
角
鹿
を
「
御
食
つ
国
」
と
捉
え
る
説
も
あ
る
。
た
し
か
に
角
鹿
は

角
鹿
の
海
直
（
孝
霊
記
）
と
い
う
海
人
部
の
一
族
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
。

続
紀
に
敦
賀
直
直
鴫
麻
呂
（
天
平
神
護
元
年
五
月
）
、
越
前
国
正
税
帳
（
天

平
三
年
）
に
角
鹿
直
綱
手
な
ど
が
見
え
る
。
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』

に
よ
れ
ば
、
「
角
鹿
海
直
の
本
拠
地
は
実
は
後
の
坂
井
郡
海
部
・
福
留
郷

を
中
心
と
す
る
地
域
で
あ
っ
て
、
古
く
角
鹿
の
地
は
敦
賀
郡
・
丹
生
郡
．
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坂
井
郡
な
ど
日
本
海
岸
の
地
一
帯
を
包
含
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と

（５）
い諺フ。応

神
記
の
歌
謡
に
「
こ
の
蟹
や
い
づ
く
の
蟹
も
も
づ
た
ふ
角
鹿

の
蟹
」
（
記
銘
）
の
詞
句
が
あ
り
、
『
万
葉
集
』
に
も
「
越
の
海
の
角
鹿

の
浜
ゆ
大
舟
に
ま
梶
貫
き
下
ろ
し
い
さ
な
と
り
海
路
に
出
で
て

あ
へ
き
つ
つ
我
が
漕
ぎ
行
け
ば
」
（
３
．
三
六
六
笠
金
村
）
と
歌

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
角
鹿
は
津
や
浜
を
有
す
る
海
の
幸
の
豊
富
な

土
地
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
前
節
に
掲
出
し
た
仲
哀
記
の
入
鹿
魚
の
話
は
、

豊
か
な
海
産
物
を
産
す
る
「
こ
の
一
帯
の
、
御
食
つ
国
と
し
て
の
服
従
を

意
味
す
る
」
説
話
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
涙
ぎ
の
場
所
と
し
て
こ
の
角
鹿
を

（６）

選
ん
だ
と
倉
塚
は
指
摘
す
る
。

ま
た
角
鹿
に
は
、
天
皇
の
御
料
と
な
っ
た
塩
の
起
源
を
語
る
話
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

…
…
真
烏
大
臣
、
事
の
済
ら
ざ
る
こ
と
を
恨
み
、
身
の
免
れ
難
き
こ

と
を
知
り
、
計
窮
り
望
絶
え
、
広
く
塩
を
指
し
て
誼
ふ
。
遂
に
殺
裁

さ
れ
て
、
其
の
子
弟
に
及
れ
り
。
記
ふ
時
に
、
唯
角
鹿
の
海
塩
の
み

を
忘
れ
て
誼
は
ず
。
是
に
由
り
て
角
鹿
の
塩
は
、
天
皇
の
所
食
と
し
、

余
海
の
塩
は
、
天
皇
の
所
忌
と
す
。
（
武
烈
天
皇
即
位
前
紀
）

皇
太
子
（
後
の
武
烈
天
皇
）
と
大
伴
金
村
連
の
軍
に
攻
め
ら
れ
た
平
群

真
鳥
臣
は
、
最
後
に
塩
を
指
し
て
呪
誼
し
た
が
、
角
鹿
の
塩
だ
け
は
忘
れ

て
誼
い
に
使
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
天
皇
は
他
の
地
の
塩
は
忌
み
嫌
い
、

角
鹿
の
塩
の
み
を
御
料
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
実
際
は
角
鹿
に

は
製
塩
遺
跡
は
稀
な
の
で
、
若
狭
産
の
塩
が
角
鹿
を
通
っ
て
運
ば
れ
た
の

（７）

で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
説
話
か
ら
折
口
信
夫
は
「
膜

（８）

ぎ
の
汐
の
起
源
を
も
兼
ね
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
も
指
摘
す
る
。

角
鹿
と
い
う
土
地
に
つ
い
て
の
二
説
を
取
り
上
げ
た
が
、
異
人
漂
着
も

「
御
食
つ
国
」
と
し
て
の
服
従
も
、
古
代
大
和
王
権
に
と
っ
て
は
世
俗
的

な
意
味
で
し
か
な
く
、
角
鹿
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
絶
対
的
理
由

と
は
な
り
え
な
い
。
大
陸
と
の
交
通
上
の
接
点
と
い
う
重
要
性
を
も
ち
、

ま
た
「
御
食
つ
国
」
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
後
々

ま
で
も
王
権
と
の
関
わ
り
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
仲
哀
天
皇
が
行
幸
の

第
一
歩
を
記
す
場
所
と
し
て
、
ま
た
誉
田
別
皇
子
が
即
位
に
先
立
ち
大
神

か
ら
名
を
受
け
る
地
と
し
て
の
角
鹿
。
こ
の
よ
う
な
霊
性
を
付
与
さ
れ
る

濯
ぎ
の
聖
地
と
し
て
の
角
鹿
の
説
明
と
し
て
は
、
今
一
つ
説
得
力
を
欠
い

ている。
と
こ
ろ
が
、
角
鹿
と
い
う
土
地
に
つ
い
て
の
記
紀
の
記
述
を
追
っ
て
ゆ

く
と
、
こ
の
垂
仁
、
仲
哀
・
応
神
朝
に
集
中
し
、
そ
れ
以
前
に
も
そ
れ
以

後
に
も
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
。
倉
塚
は
志
摩
淡
路
と
並
ぶ
御
食
つ
国

と
し
て
の
角
鹿
を
強
調
し
た
が
、
な
ら
ば
、
こ
の
後
も
歴
史
叙
述
に
頻
繁

に
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
角
鹿
は
仲
哀
・
応
神

朝
の
み
に
限
っ
て
登
場
し
て
く
る
の
か
。

ま
た
笥
飯
大
神
（
気
比
神
）
を
六
国
史
で
見
て
ゆ
く
と
、
も
っ
と
も

早
く
は
持
統
天
皇
六
年
（
六
九
四
）
九
月
に
登
場
し
、
そ
の
後
宝
亀
元
年

（
七
七
○
）
八
月
、
同
七
年
（
七
七
六
）
九
月
と
続
き
、
九
世
紀
中
葉
に
も
っ

と
も
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
記
事
は
奉
幣
と
叙
位
、
神
宮

寺
等
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
考
察
し
て
ゆ
く
と
、
角
鹿

の
地
は
古
代
王
権
と
の
関
わ
り
と
い
う
よ
り
、
神
功
皇
后
と
の
関
係
に
限

定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

三
神
功
皇
后
と
天
之
日
矛
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そ
こ
で
再
度
指
摘
し
た
い
の
は
、
神
功
皇
后
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
な

ぜ
皇
后
は
こ
こ
ま
で
深
く
こ
の
地
と
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
神
功
皇
后
の
出
自
を
挙
げ
る
論
者
が
い

る
。
開
化
記
・
応
神
記
に
よ
れ
ば
、
皇
后
の
系
譜
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て

いる。・
開
化
天
皇
１
日
子
坐
王
ｌ
山
代
之
大
筒
木
真
若
王
ｌ
迦
迩
米

雷
王
１
１
息
長
宿
禰
王
１
１
息
長
帯
比
売
（
母
親
は
葛
城
高
額
比
売
、

祖
母
は
丹
波
遠
津
臣
の
女
、
高
材
比
売
）
（
開
化
記
）

・
天
之
日
矛
１
１
多
遅
麻
母
呂
須
玖
１
１
多
遅
麻
斐
泥
ｌ
多
遅
麻
比

那
良
岐
１
１
多
遅
麻
比
多
訶
ｌ
葛
城
高
額
比
売
１
１
息
長
帯
比
売

命

（

応

神

記

）

こ
の
両
系
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
功
皇
后
の
父
は
開
化
天
皇
の

五
世
孫
・
息
長
宿
禰
王
、
母
は
天
之
日
矛
の
六
世
孫
・
葛
城
高
額
比
売
で

あ
る
。
即
ち
皇
后
は
新
羅
国
王
の
子
・
天
之
日
矛
の
末
流
に
位
置
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
系
譜
的
関
係
に
ト
ポ
ス
と
し
て
の
角
鹿
を
解
く
鍵
を

見
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。

天
之
日
矛
は
応
神
記
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
逃
げ
た
妻
を
追
っ
て
難

波
に
入
ろ
う
と
し
た
が
、
遮
ら
れ
て
但
馬
国
に
留
ま
り
そ
の
地
に
子
孫
を

残
し
た
と
い
う
。
ま
た
将
来
し
た
神
宝
七
種
も
但
馬
国
に
蔵
さ
れ
た
と
、

応
神
記
、
垂
仁
紀
三
年
三
月
、
同
八
十
八
年
七
月
が
伝
え
て
い
る
。
さ
ら

に
言
う
と
、
こ
の
天
之
日
矛
の
伝
説
は
主
人
公
の
名
前
を
都
怒
我
阿
羅
斯

等
と
変
え
て
、
美
し
い
童
女
と
化
し
た
神
石
と
結
婚
し
よ
う
と
し
た
が
、

童
女
は
日
本
に
逃
げ
て
難
波
の
比
売
語
曾
の
神
と
な
っ
た
と
す
る
同
内
容

の
説
話
を
、
垂
仁
紀
二
年
是
歳
「
一
云
」
の
第
二
伝
承
に
残
し
て
い
る
。

こ
の
両
説
話
の
類
似
性
か
ら
天
之
日
矛
と
都
怒
我
阿
羅
斯
等
は
同
一
人
物

で
あ
り
、
「
も
と
天
日
槍
伝
説
か
ら
抜
き
出
し
て
角
鹿
の
地
名
起
源
伝
説

を
つ
く
り
、
そ
れ
に
つ
け
て
都
怒
我
阿
羅
斯
等
と
い
う
人
名
を
設
け
た
も

（９）

の
か
」
と
す
る
推
測
が
可
能
と
な
る
。
と
な
れ
ば
、
前
節
に
挙
げ
た
垂
仁

紀
二
年
是
歳
．
云
」
の
第
一
伝
承
で
、

御
間
城
天
皇
の
世
に
、
額
に
角
あ
る
人
、
一
船
に
乗
り
て
越
国
の
笥

飯
浦
に
泊
れ
り
。
故
、
其
処
を
号
け
て
角
鹿
と
日
ふ
。
問
ひ
て
曰
く
、

「
何
の
国
の
人
ぞ
」
と
い
ふ
。
対
へ
て
日
さ
く
、
「
意
富
加
羅
国
の
王

の
子
、
名
は
都
怒
我
阿
羅
斯
等
、
亦
の
名
は
干
斯
岐
阿
利
叱
智
干
岐

と日ふ。

と
語
ら
れ
た
都
怒
我
阿
羅
斯
も
天
之
日
矛
そ
の
人
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
彼
の
停
泊
し
た
「
越
国
の
笥
飯
浦
」
、
即
ち
角
鹿
は
こ
の
伝
承

か
ら
日
本
へ
の
上
陸
地
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
角
鹿
は
但
馬
と

並
ん
で
天
之
日
矛
が
日
本
に
漂
着
し
そ
の
第
一
歩
を
記
し
た
地
と
伝
え
ら

れ
、
神
功
皇
后
の
母
方
の
父
祖
に
ゆ
か
り
の
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
族
に

と
っ
て
、
角
鹿
こ
そ
は
最
も
記
念
す
べ
き
聖
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
角
鹿
に
関
し
て
、
三
品
彰
英
は
天
之
日
矛
と
息
長
帯
比
売
（
神
功

皇
后
）
の
伝
説
地
が
「
そ
の
地
理
的
分
布
に
お
い
て
驚
く
ほ
ど
一
致
し
て

（旧）

い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
伝
承
の
一
致
と
系
譜
的
関
係
は
無

関
係
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
神
功
皇
后
を
語
り
伝
え
る
人
々
の
意
識
の

深
層
に
、
天
之
日
矛
伝
承
が
つ
ね
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
角
鹿
は
神
功
皇
后
と
天
之
日
矛
を
結
び
付
け

る
象
徴
的
な
場
所
で
あ
っ
た
。

こ
の
繋
が
り
を
証
明
す
る
よ
う
に
、
「
古
事
記
』
で
は
仲
哀
天
皇
条
で

新
羅
征
討
讃
を
語
っ
た
の
ち
、
応
神
天
皇
条
で
天
之
日
矛
と
そ
の
後
日
讃

で
あ
る
伊
豆
志
哀
登
売
神
の
伝
承
を
記
録
し
て
い
る
。
天
之
日
矛
は
系
譜
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的
に
は
神
功
皇
后
の
五
世
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
応
神
記
に
登
載
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
仲
哀
・
応
神
朝
が
い
か
に
朝
鮮
半
島
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ

た
王
朝
と
し
て
歴
史
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
応

神
天
皇
に
よ
っ
て
朝
鮮
を
含
む
天
皇
の
世
界
は
確
立
さ
れ
た
」
の
で
あ
り
、

『
古
事
記
』
の
応
神
物
語
は
「
朝
鮮
を
含
む
も
の
と
し
て
の
天
皇
の
世
界

（Ⅲ）

の
成
り
た
ち
」
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

角
鹿
は
、
こ
の
よ
う
に
神
功
皇
后
と
朝
鮮
半
島
と
の
関
わ
り
の
必
然
を

象
徴
す
る
聖
地
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
話
性
と
宗
教
性
を
も
秘
め
た
卜

（吃）

ボ
ス
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
『
折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
編
』
第
三
巻
（
一
九
七
一
年
一
月

中
央
公
論
社
）
一
六
二
頁

（
２
）
古
典
大
系
、
古
典
集
成
、
新
編
古
典
全
集
、
三
浦
佑
之
「
口
語
訳

古
事
記
』
な
ど
。

（
３
）
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
一
巻
（
一
九
六
九
年
三
月
筑
摩
書
房
）

四
一
七
頁

（
４
）
三
品
彰
英
「
増
補
日
鮮
神
話
伝
説
の
研
究
』
（
三
品
彰
英
論
文

集
第
四
巻
一
九
七
二
年
四
月
平
凡
社
）
一
二
一
頁
、
倉
塚
曄
子

「
胎
中
天
皇
の
神
話
」
含
古
代
の
女
』
一
九
八
六
年
六
月
平
凡
社
）

八
二
頁
、
次
田
真
幸
『
古
事
記
中
」
（
一
九
八
○
年
一
二
月
講

談
社
学
術
文
庫
）
一
九
七
頁

（
５
）
青
木
和
夫
・
石
母
田
正
・
小
林
芳
規
・
佐
伯
有
情
校
注
「
古
事
記
』

（
日
本
思
想
大
系
１
一
九
八
二
年
二
月
岩
波
書
店
）
三
八
○
頁

（
６
）
倉
塚
曄
子
前
掲
書
（
注
４
）
八
二
頁

（
７
）
倉
塚
曄
子
前
掲
書
（
注
４
）
一
三
八
頁

（
８
）
折
口
信
夫
「
皇
子
誕
生
の
物
語
」
（
折
口
信
夫
全
集
第
十
八
巻

一
九
九
七
年
二
月
中
央
公
論
社
）
三
七
九
頁

（
９
）
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀

上
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
師
一
九
六
七
年
三
月
岩
波
書
店
）

二
五
八
頁

（
皿
）
三
品
彰
英
前
掲
害
（
注
４
）
五
一
頁

（
ｕ
）
神
野
志
隆
光
「
応
神
天
皇
の
物
語
」
（
古
事
記
学
会
編
『
古
事
記

の
天
皇
』
古
事
記
研
究
大
系
６
一
九
九
四
年
八
月
高
科
書
店
）

二
六
四
、
二
六
五
頁

（
ｕ
）
も
う
一
つ
の
解
釈
と
し
て
、
中
西
進
は
継
体
天
皇
と
の
関
わ
り
を

指
摘
す
る
。
「
大
和
の
王
者
が
．
…
：
気
比
に
参
拝
す
る
と
い
う
の
は
、

継
体
天
皇
が
越
前
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
そ
の
源
が
あ
る
と

考
え
る
ほ
か
な
い
」
（
「
大
和
の
大
王
た
ち
古
事
記
を
読
む
３
」

一
九
八
六
年
一
月
角
川
書
店
。
二
一
六
頁
）
。

継
体
天
皇
は
武
烈
天
皇
が
後
継
の
な
い
ま
ま
崩
御
し
た
あ
と
、
越

前
国
坂
井
郡
か
ら
迎
え
ら
れ
て
即
位
し
た
天
皇
で
あ
る
。
応
神
天
皇

五
世
の
孫
で
、
父
は
彦
主
人
王
、
母
は
垂
仁
天
皇
の
七
世
の
孫
の
振

媛
。
父
が
早
世
し
、
母
の
里
の
坂
井
郡
で
養
育
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

大
伴
金
村
・
物
部
鹿
鹿
火
ら
か
ら
迎
え
ら
れ
、
河
内
の
楠
葉
宮
で
即

位
し
た
天
皇
で
あ
る
。
す
で
に
五
十
七
歳
に
な
っ
て
お
り
、
在
位
中

に
は
山
城
・
大
和
へ
の
遷
都
、
任
那
四
県
の
百
済
へ
の
割
譲
、
磐
井

の
反
乱
な
ど
が
起
こ
り
、
仏
教
の
私
伝
が
あ
っ
た
。

こ
の
継
体
天
皇
の
越
前
出
身
説
で
は
、
角
鹿
を
越
え
て
地
理
的
に

広
範
囲
と
な
り
、
仲
哀
天
皇
の
行
幸
及
び
誉
田
別
皇
子
の
参
拝
が
角

鹿
で
あ
っ
た
こ
と
の
説
明
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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